
 
平成２２年４月１日規程第６０号 

 

 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神・神経疾患研究開発費取扱規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神・神経疾患研究開発費（以下「研

究開発費」という。）の適正な運用・管理を行い、もって国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

中長期目標及び中長期計画並びに年度計画（以下「中長期目標・計画等」という。）に定める精神疾患、神経

疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達の障害（以下「精神・神経疾患等」という。）に関する研究・開発の

推進に資することを目的とする。 

 

 （研究の対象範囲等） 

第２条 研究開発費により行う研究の対象範囲は、主として次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 精神疾患、心身症に関する研究 

 二 神経・筋疾患に関する研究 

 三 発達障害に関する研究 

 

 （精神・神経疾患研究開発費評価委員会） 

第３条 研究開発費による研究・開発の質の向上と着実な成果の達成を確保するため国立研究開発法人国立

精神・神経医療研究センター（以下「センター」という。）に、研究課題の評価を行う精神・神経疾患研究

開発費評価委員会（以下「評価委員会」という。）を置く。 

２ 評価委員会の組織、運営等に関し必要な事項は理事長が別に定める。 

 

 （研究班） 

第４条 研究開発費による研究課題は研究班を単位として行う。 

２ 研究班は、研究開発費による研究課題を総括する主任研究者、研究を分担する分担研究者並びに主任研究

者に協力して研究を行う研究協力者で編成する。 

３ 主任研究者は、センターの常時勤務を要する職員又は役員とする。 

４ 分担研究者は、必要と認められる場合には、センターの常時勤務を要する職員又は役員以外の研究者（以

下「外部の研究者」という。）の参加を得ることができるものとする。 

５ 主任研究者又は分担研究者でない者は研究開発費を受給することはできない。 

６ 研究班を編成する者、理事長が別に定める「精神・神経疾患研究開発費による研究事業への参加条件」を

満たすものとする。 

 

 （研究課題の決定） 

第５条 理事長は、中長期目標・計画等に基づき精神・神経疾患等に関する関係学会等の研究動向及び社会的

要請を考慮し、研究開発費で行う研究課題、研究者及び研究開発費の配分に係る原案を作成し、評価委員会の

意見を聴取した上でこれを決定する。 



 
２ 理事長は、前項の決定に当たり、前年度に類似の研究課題や同一の研究者による研究課題を実施している

場合には、当該研究における前年度の評価委員会の評価を考慮した上で研究開発費の配分を決定する。 

 

 （委託契約の締結） 

第６条 理事長は、前条の決定において、外部の研究者を分担研究者とする場合には、委託契約を締結する。 

 

 （助言・指導） 

第７条 理事長は、主任研究者に、又は主任研究者を通じて分担研究者に研究計画（研究開発費の運営・管理

に係る体制を含む。）に関する助言、指導を行うことができる。 

 

 （報告及び立入調査） 

第８条 理事長は、主任研究者を通じて、外部の研究者である分担研究者に、研究開発費の運営・管理の状況

について報告を求めることができる。 

２ 理事長は、必要に応じて、外部の研究者である分担研究者又は当該分担研究者が所属する研究機関に対し

て、研究開発費の運用・管理に係る立入調査を行うことができる。 

 

 （研究成果及び特許権等の取扱い） 

第９条 この研究事業における特許権等の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 センターに所属する主任研究者又は分担研究者の場合 

   国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター職務発明規程（平成２２年規程第７９号）の定める

ところとする。 

 二 外部の研究者である分担研究者の場合 

   この研究事業を行った結果、発明等（発明、考案、意匠）の創作が得られ、かつ特許権等の知的財産権

を得た場合には、理事長に報告しなければならない。なお、取得した特許権等の権利の行使は、第６条の

規定に基づく委託契約の定めるところとする。 

 

 （研究成果の公表） 

第９条の２ この研究事業の成果を発表又は公開若しくは公表（以下「公表等」という。）する場合は、遅滞

なく理事長に通知しなければならない。ただし、公表等をする場合には、第６条の規定に基づく委託契約の定

めるところとし、当該研究成果がこの研究開発費による成果である旨を明記しなければならない。 

 

 （研究期間） 

第１０条 この研究開発費による研究事業の期間は、原則として３年以内で計画するものとする。ただし、研

究課題に応じて、必要とされる場合には、理事長が定める期間とすることができる。 

 

 （研究開発費において執行可能な経費の範囲） 

第１１条 研究開発費において執行可能な経費は、次の各号に掲げるものとする。 

 一 研究課題の遂行に必要な研究費 



 
 二 研究開発を推進するために必要な経費 

 

 （準用） 

第１１条の２ 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター競争的研究資金取扱規程（平成２２年規程

第４８号。以下「競争的研究資金取扱規程」という。」）第３条から第１５条までの規定は、この規程に準用

する。この場合において、競争的資金取扱規程中「公的研究費」とあるのは「研究開発費」と読み替えるもの

とする。 

 

 （取扱細則等） 

第１２条 研究開発費の事務取扱については、この取扱規程のほか別に定める取扱細則等によるものとする。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この取扱規程は、平成２２年４月１日より施行する。 

 

 （経過措置） 

第２条 この取扱規程施行前からの継続課題において、引き続きセンターの役職員以外の者が主任研究者であ

る場合には、第４条第３号の規定は適用しない。また、第６条に規定する「分担研究者」を「主任研究者」に

読みかえるものとする。 

 

   附 則（平成２４年規程第８号） 

 

 （施行期日） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２６年規程第２１号） 

 

 （施行期日） 

この規程は、平成２６年８月５日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第２号、第１３号） 

 

  （施行期日） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 


